
○
総
務
省
告
示
第
三
百
七
十
九
号

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
第
九
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
号
に
規
定
す
る
収

入
金
額
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
公
布
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
分
の
事
業
税
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
者
（

同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
が
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
か
ら
収
納
す
る
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
特
別
資
金
援
助
に
係
る
資
金
交
付
の
額


